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【労働契約内容による年間収入が基準額未満である場合の被扶養者の認定における 

年間収入の取扱いに係るＱ＆Ａ】 

 

 

Ａ１ 労働条件通知書等の労働契約の内容が確認できる書類において規定される時

給・労働時間・日数等を用いて算出した年間収入の見込額が130万円未満（注

２）である場合を想定しています。 

そのため、当該書類上に明確な規定がなく予め金額を見込み難い時間外労働 

に対する賃金等は年間収入の見込額には含まないこととなります。 

 

 

Ａ２ 労働契約内容が確認できる書類がない場合は、従来どおり、勤務先から発行

された収入証明書や課税（非課税）証明書等により年間収入を判定することと

なります。 

 

Ａ３ 労働契約に明確な規定がなく労働契約段階では時間外労働の見込みがなかっ

たのであれば、扶養認定時点で時間外労働が発生していたとしても、当年度に

おいては一時的な収入変動とみなし、今回の取扱いにより年間収入を判定する

こととなります。 

 

Ａ４ 従来どおり勤務先から発行された収入証明書や課税（非課税）証明書等によ

り年間収入を判定することとなります。 

  

 

 

 

Ｑ２ 労働契約内容が確認できる書類がない場合、どのように年間収入を判定 

するのか。 

Ｑ１ 労働契約で定められた賃金（注１）から見込まれる年間収入が130万円未満

（注２）であるとは、具体的にどのような場合か。 

Ｑ３ 労働契約に明確な規定がなく労働契約段階では時間外労働の見込みが 

なかったが、扶養認定時点では経常的に時間外労働が発生している場合は、 

どのように年間収入を判定するのか。 

Ｑ４ 給与収入以外に他の収入（年金収入や事業収入等）がある場合、年間収入は

どのように判定するのか。 


